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経 営 と 正 当 性 (1) 

奥 村 

1. はじめに 
かって，経営学の 礎石 は 何であ ろうかと考え 

たことがあ る。 礎石とは，経営学を 自信をもっ 

て研究できる 依り 拠 といったものであ り，逆に 

いえば，経営学を 研究していて 濤 蹄を感じない 

で済む後ろ楯といったものであ る。 この礎石と 

して，当初経営参加ないし 経営の共同体思考を 

挙げ ， 後になって組織体の 衝突・均衡ないし 複 

合社会制度を 掲げていた。 

今思乃と ， この経営学の 礎石は，経営 ( 広義 

で は 各種の組織体， 狭義では企業 ) の正当性 

(legitimacy) の論拠と密接な 関係があ る，経営 

を 記述的に研究するさいには ，対象としての 経 

営の正当性 は 必ずしも直接必要とされず ，経営 

が分析に耐えるだけの 興味を引くものであ れば 

よい。 しかし，経営を 政策的に研究するさいに 

は ， この対象が社会からの 批判に十分耐えるだ 

けの正当性をもっていることが 必要であ ろう。 

経営の世界は ，正誤，善悪，合理非合理の 概念 

で満ちているので ，政策的な命題でなく ，記述 

的な命題を求めなさいと 述べる論者がいるのは 

そのためであ る，さらに，経営を 規範的に把握 

するさ L. 、 にも，経営の 正当性が問われるであ ろ 

う。 むしろ，経営が 正当性を一部欠くがゆえに ， 

あ るべき社会価値の 方向へ経営が 進むことを勧 

告するのであ る。 

経営の正当性は ， このように経営学の 礎石と 

して重要なものであ る。 今 考えると上記の 経営 

参加ないし共同体思考は ，後述する「経営の 内 

的正当性」に 当たり，組織体の 衝突・均衡ない 

し 複合的社会制度は「経営の 外的正当性」に 相 

当するのであ る。 

さて，経営は ， 目標・手段システム ，権 限 シ 

憲 一 

ステム，および 責任・統制システムから 構成さ 

れている。 これらのシステムのそれぞれを 知覚 

し 判断する基準が ，合理性，正当性，および 遂 

行性・負担性であ る。 これらの基準のそれぞれ 

は，経営の存続にとって 重要であ り，存続関数 

と呼ばれている。 

他方，経営は ， 自己を内部に 向けている部分 

と 自己を社会に 向けている側面とがあ るので， 

上記の 3 つのシステムも ，内部と外部との 両面 

から分析することが 必要であ ろう。 まず，経営 

の内部的な 3 つのシステムを 示す要素として ， 

経営目標と部門化，権 限の明確化と 委譲， おょ 

び 責任の明確化といった 公式組織の諸要素があ 

る。 これらの諸要素は ，合理性・効率性の 側面 

から整備されるだけでなく ，経営の利害 老 集団 

に関する権 限行使と責任の 問題としても 取上げ 

られる。 

他方，経営を 外部との関連で ，すなわち「経 

営と社会」論の 間 題 として取上げることができ 

る。 このさい，社会から 要請され設定される 経 

営目標・価値・ 領域は何かという 合理性の問題， 

社会から委任されている 経営権 限の行使が適性 

であ るかどうかの 正当性の問題，そして 社会的 

観点からみて 経営がその責任を 果たしているか 

どうかの責任遂行 度 の問題 が ，重要なテーマと 

なるであ ろう。 

合理性の概念については 別稿 において論じた 

ところであ るので，本稿では 正当性の概念を 取 

り上げ，経営を 分析するための 一助とすること 

にしたり。 まず，正当性の 概念を概観する。 そ 

して，政治社会学における 正当性の理念型を 検 

討し，統轄機構における 権 限行使と権 限行使の 

監視が社会価値と 合致するかどうかの 接点に正 
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当 性の問題が存在することを 理解する。 次い 

で，現代の経営制度の 中心となっている 統轄機 

構のモデルと 現実とを対比して ，正当性につい 

ての論点を浮き 出させる。 さらに，今日の 官僚 

機構としての 経営の権 限の正当性，経営制度を 

形成する資本主義の 諸要因の正当性，および 経 

営の政治活動の 正当性について 論及することに 

したい。 

11. 正当性の概念 

1. 正当性の意味 

㈲ 正当性の定義 

正当性は， legitimacy の訳語であ り，この 他 

仁 正統性，合法性，適法性，適性などと 訳され 

いる。 正当性は，あ る機関の行動が 社会の目標・ 

価値・規範・ 欲求と合致すること ，すなわち社 

会的適性についての 個人的信頼をい 9 。 したが 

って，経営の 正当性は，経営の 行動が経営環境 

の目標・価値と 合致すること ，すなわち環境的 

適性についての 個人的信頼を 意味している、 )0 

とくに経営行動が 委任・受託関係に 基づくとき 

には，委任された 権 限の行使について ，その正 

当性が問われることになる。 

(2) 正当性が問われる 時 

それでは，経営の 正当性が問われそしてその 

判断が下されるのは ，何時，誰によって ，何処 

で，経営のどのような 側面について ，そしてど 

のような方法によってであ ろうか。 
経営の正当性は ， これが環境的適性について 

の 他からの信頼であ るだげに， この信頼感が 崩 

れる機会は多い。 すなわち，経営が 正当性を問 

われる時期は ，高度成長末期の 経営破綻と粉飾 

決算，石油危機のさいの 売 惜しみと価格上昇， 

公害多発，消費者被害の 続出，経営の 過度な利 
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益 追求，経営管理体制のずさんさ ，経営者の業 

務上の注意義務の 怠慢などがみられるときであ 

る。 なお，大企業の 権 限の規模と集中化が 問題 

とされるときがあ る。 このときには ，企業の正 

当性が消失しつつあ ると人々が感じこれを 批判 

するのであ る。 

(3) 正当性を問 う 環境 

次に，正当性は ， 誰によって問われるのであ 

ろうか。 ここでは，経営の 正当性について 問い 

を 発する側と，正当性が 保たれるよ う に法とか 

機構を作る側と ，経営の権 限行使を正当化し 戦 

略を構ずる経営の 側とを区別しておくことが 必 

要であ る。 

経営の正当性について 問いを発する 側という 

のは，広くいえばその 環境であ る。 環境には経 

済的環境，技術的環境，政治的・ 法的環境，お 
よび社会的・ 文化的環境という 一般的環境と ， 

顧客，株主， 従業員，供給業者，地域社会， 
競争者，系列企業，政府などの 特殊的環境があ 

る 。 前者 は ，社会一般の 目標・価値・ 規範・欲 

求を形成しており ， これとの合致を 求めて，経 

営の正当性に 問いを投げかける。 後者は ， 個々 

の権 利を付与された 利害者集団であ り，それぞ 

れの立場から ，広 い 意味で委任した 権 限につい 

て，経営がこれを 正当に行使しているかどうか 

を絶えず監視している。 正当性は利害関係であ 

る (interested) と定義される " のは， この利害 

関係者の権 利を指すからであ る。 伝統的には， 
経営の利害は 株主の利害であ り， この立場から 

みた正当性が 論じられてきたが ，今日では，そ 

の他の利害関係者からみた 正当性も取り 上げら 

れている。 

正当性は， この環境における 価値との符合性 

についての信頼を 指すが， この信頼とか 価値と 

かについては 次のような問題点がみられる。 す 

2)@ Berger ， P ， L ，， "New@Attack@on@the@Legitimacy 

ofBusiness",Had% 僻づ BusinessRevieW,59(5), 
Sep.-oct. 1981, p. 84.  バーガー は ， 正当性 

の性格として ，次の 5 つを示している。 emp;rj. 
cal, normative,plausible, art 子 cial, および， jn- 

terested,. 7b ぁ id., pp. 83-4. 
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なわち，正当性という 信頼と利害関係とは ，相 

互。 こ 関連し相互に 影響し合うが ，人間は複雑で 

あ り非合理的であ るため， この関係を分析する 

ことは容易ではない。 また，正当性という 信頼 

感は，利害者集団の 経済的動機と 密接に関連し 

ていたが，近年では 宗教的，道徳的，身分的，情緒 

的動機なども 強調されている。 さらに，近年上 

述の環境の中に 分類しにくい 新たな階層がみら 

れ，その価値感・ 欲求が必ずしも 明確でほなく ， 

正当性の議論が 捉えにくいものとなっている め 。 

何れにせよ，正当性は 社会の価値・ 規範に則る 

ことをいうので ，その性格は ，定義としていえ 

ば規範的であ るといいうる。 

(4) 正当性を整備する 立法・行政 

一一正当性と 合法性一一 

次に，利害者集団の 1 っ であ るが，政治的・ 

法的環境としての 政府が，経営の 正当性を確実 

にするため ンこ ，立法，行政などの 措置を構ずる。 

たとえば，わが 国の昭和 56 年の商法改正は ，経営 

の 権 力行使について 大きな注意を 払っており， 

われわれはこの 立場を認識しておかなければな 

らない。 

ここで，正当性と 合法性との関係について ， 

簡単に説明しておくことが 必要であ る。 正当性 

は経営行動の 環境的・社会的価値との 合致につ 

いての個人的信頼をいい ，他方合法性は 経営行 

動の法との合致についての 司法の判断を 指す。 

両者が整合性を 保ち ぅ ることは，法が 社会価値 

を 成文化したり ，あ るいは立法機関が 経営の失 

なわれた正当性を 回復するために 措置をとった 

りする ( 団体交渉制度，証券市場規則，銀行 制 

度改革 ) ことから，首肯できるの。 

他方，両者は 完全に整合性を 保つものではな 

いことも，指摘しておかなければならない。 第 

1 に，法は 社会価値の変化を 追いかけ， これを 

確実に其体化するが ， しかし法はこの 社会価値 

の変化を創り 出したり， この変化に完全に 合致 

することはできない。 この点から，経営行動 
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は， 法が浸透していない 場所であ っても，一定 

0 社会価値に合致しておれば ，正当性を得るこ 

とができる。 第 2 に ， 法はあ る程度不変的 固 

定 的であ るが，正当性は 時・場所・対象によっ 

て 同一の信頼を 示すとはかぎらない。 すなわ 

ち ，正当性について ，整合性のない 社会価値が 

複数存在したり ，公的セクターと 私的セクター 

がみられたり ， また権 力の行使 側 と行使される 

側 とがあ ったりする場合には ，正当性の評価は 

それぞれ異なる。 法には， このような評価 適 

用の差異はほとんどみられないが。 

㈲ 正当性を問われる 機関 

さらに，経営の 正当性を問 う 側でなく，これを 

問われる 側 ，すなわち経営側についてみること 

にしたい。 経営は， その正当性を 確保すること 

がその存続にとって 重要であ り，正当性は 存続 

関数の上つとして 位置づげられている。 経営 行 

動 が環境価値と 合致しないときには ，経営は環 

境 における存在意義を 失 う ことになるので ， そ 

の 環境的適性の 信頼を常時確保することに 努め 

る 。 そのため経営は ，積極的な正当化技術に ょ 

って戦略的にその 存続を図ろ う とするのであ 

る 。 経営それ自体，経営者，業界などの 当事者 

は， 自らの正当性を 擁護し，適性についての 信 

頼を表明するのであ る。 とくに，当事者の 企業 

が 大企業であ って権 限を集中しているときに 

は ，その権 限行使の正当性を 主張し，その 論拠 

を経営理俳として 上げにすることが 常であ る。 

この ょう な当事者による 正当性についての 戦 

略を指して，正当性は 人工的 ( 打 北田 ciaI) てあ る 

とされ，「もっともらしさ」 ( 団 aus 山 Ie)6) をもつ 

とされる。 前者は，正当性が 戦略的役割を 演じ 

構築すること ，後者は，一定の 社会関係において 

みられるその 外見性を指摘しているのであ る。 

後述する擬制カリスマ 的正当性も ， 作られ だカ 

リスマ像を指摘する 理念型にほかならなⅠ     

Ⅲ 正当性が問われる 場所 

さらに，正当性が 問われる場所について 考 

えてみよう。 多国籍企業の 正当性が国際連合憲     
6)  Berger,  o ク ・ ( わ ， p.  84   
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章 のに照らして 検討されているよ 刀こ， 今や経 

営の正当性は ，地域社会とか 国内にとどまうな 

いで，広く世界の 問題として取り 上げられてい 

る。 しかし，経営が 国内では正当性を 認められ 

ても，国外で 認められないという 問題があ るよ 

うに， 国の間には価値観の 違い，利害の 相違と 

いったものがみられ ，問題解決 は 容易でない。 

たとえば，経営の 巨大化は，消費者利益を 侵害 

するとして国内的に 批判されるものの ，対外的 

行為については 外資攻勢防御の 面から批判され 

ることほない。 対外志向を重視して 独禁法を緩 

和することになるのであ ろうか。 他方，株主権 

を尊重するアメリカ 的経営と，これを 尊重しな 

いで経営者権 限を重視する 日本的経営とが 衝突 

するさい，正当性を 判断するのに ，経営者効率 

という基準を 用いるのか株主権 という基準を 使 

用するのであ ろうか。 

この ょう な問題に直面すると ，正当性が単に 

価値的とか人工的であ るということと 同様に ， 

経験的なものであ らねばならないし ，事実その 

面をもっている。 すなわち，正当であ るかどう 

かは，経験的検証を 受けてはじめを 明確となる。 

この経験的調査によって ，正当性という 社会 規 

象 について理解を 深めることができょ ぅ 。 ま 

た，社会体制と 経営機関との 関係を判断する 能 

力を増大することもできる。 なぜなら，社会の 

目標・規範とその 構成要素であ る経営の目標・ 

規範とを比較 し ，正当性とその 動態について 重 

要 な情報を得ることができるためであ る， ) 。 さ 

らに，経験的正当性が 必要とされるのは ，正当 

性の論拠や社会価値を 国別に比較・ 統合しなが 

ら，国際的な 正当性を形成する 努力を実りあ る 

ものにするためであ る。 

2. 統略 機構の権 限行使の正当性 

さて，正当性を 経営のどのような 側面につい 

おいてどのように 取扱われてぎたかを 検討する 

ことにしたい。 

㈲ 正当性の 4 つの理念型 
さて，ベンスマンとローゼンバーバによると ， 

何れの政府も ，その存在と 行為の合法性につい 

て 弁明 (justi66Cation) を行な う が，この弁明が 

一般的承認を 得たときに，正当性を 得たといい 

うる 。 この正当性という 言葉の起源は ， 1815 年 

のウィーン会議 ンこ みられる 91 。 正当性が認めら 

れてはじめて ，権 力を揮い命令を 発する法的権 

力すなわち権 限がもたらされる。 ウェー " 田 

は，権 力による支配が ，必ず正当性の 理論を必 

要とするとし ， 3 つの支配の理俳型を 区別した 
が '0), ベンスマンとローゼンハー ハま， ウエー 

バ 一の所説を基礎として 4 つの正当性を 分類し 

ている。 これらの正当性は ，権 力に よ る支配が 

正当化されるべき 論拠であ り，社会価値の 内容 

でもあ る。 これらの論拠によって ，たとえ擬装 

された正当性であ っても支配者はその 権 力を正 

当 であ るとし，また 権 フコ を受け入れる 側もこれ 

らの論拠に基づいてその 権 力を正当なものと 認、 

めるのであ る。 

㈲ 伝統的正当性。 あ る家柄の子孫は ，自然 

的 支配者であ る。 これが是認されるのは ，遠い 

昔の先例，先祖の 過去の実践，長期にわたる 慣 

習に基づくのであ る， 、 ) 。 

(b) カリスマ的正当性。 リーダーはカリスマ 

性 ( 非凡な精神力・ 能力 ) をもつとき， これが 

容認されることによって ，正当な支配者と 認め 

られる。 カリスマ的リーダーは ，非凡な，不思 

議な，あ るいは超自然の 特性をもつが ，この特 

性は，自然の 霊，超自然力，あ るいは神から 導か 

れるとされる。 しかし，この 英雄の死によって ， 

g)  Bensman,  J.and  B.Rosenberg,  九 %  Ⅰ 竹 tro 拐ぴ Ⅰ 

が 0 れ to 芯 ociolo9 ノ ー M Ⅴ ね ss, C Uass,andB Ⅰ ぴ ㍗ クぴ Ⅰ 
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racy  (New  York  :  Praeger  Publishers,  1976), 
p. 430. 

Ⅰ 0)  マックス・ウエーバー 著 ，西島君二諦、 『職業と 

しての政治』，岩波書店， 1942,pp.14-5.Persons, 

T  .,  T 几 e  StruMcture  o/  SociaZ  ACtion  (New 

York  :  The  Free  Press,  1968),  pp.  646 イ 11. 

ⅠⅠ )  Bensman  and  Rosenberg,  ゆズ if., pp.430-4. 
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カリスマは，子孫あ るいはその一門。 こ 受け継が 

れ，伝統的リーダーシップが 生ずる。 さらに， 

通常のリーダーシ ， プ バターンが，選挙，選 

出，あ るいは指名によって 採用されるときには ， 

事務局のカリスマが 認められる。 ( 例えば， ホ 

ワ イトハウスといった 執務室のカリスマ 性。 ) 戊 

。 c) 擬制カリスマ 的 (pseudocharismatic) 正 

当性 。 ベンスマンおよびローゼン ，一 グによ れ 

ば， これは，マスメディアや 広告代理店の テク 

ニックによって ，傑出した個性を 特徴づけるた 

めに企画された 正当性をいう。 スポーツ選手， 

対談 家 ， ロックバループ ，利害者集団，政党， 

官僚当局，その 他誰でも，権 力を確保できるよ 

う に 擬色 される。 注意深く作られ だ イメージ 

が ，注意深く選択され だ 大衆に提示され ， リー 

ダー は ， 故 ドゴール よう に計算ざれた 冷淡な政 

策。   こ よって白らを 演ずる。 これは，純粋の ヵ リ 

スマ と 異なり，感情を 高め，神秘を 与え，英雄 

の特質を生みだす 技術の展開において ， さらに 

政治上・経済上の 利益の計算において 合理的で 
あ るⅣ。 

  

(d) 合理的・法的正当性。 明示された，あ る 

いは成文化された 法 システムによって 裏 づけさ 

れだ 正当性の型 ( 合法性 ) であ る。 政府とその 

百官は，その 行為のすべてが 正しく立法された 

法案に準拠しているという 論拠にもとづいて ， 

正当化される。 この法の枠組みに 留まるかぎ 

り，その支配権 は 理論的に問題とされない。 た 

だ ，合理的・法的正当性は ，実体よりも 形式に 

焦点が当てられるので ，その正当性の 主張は有 

効ではなく，歴史的自由・ 正義・平等といった 

究極的理念の 価値を減ずるという 批判がみられ 

る。 要するに法を ， 人 ，個性，および ヵ リスマ 

以上の水準に 高めているので ， 目的より手段・ 

過程が象徴となる。 高官が法を犯すときにほ ， 

その権 限だけでなく ，全体のシステムが 危険に 

さらされる， 4)n 
以上の 4 つが， ベンスマンおよびローゼン バ 

Bensman@ and@ Rosenberg ， op ， cit ， ， pp   

430-4. 

一グの い う 正当性の理念型であ る。 理念型であ 

るため，実際の 支配体制は ， 2 つ 以上の要素が 

交錯している 場合があ る 圃 。 なお， 3 番目の擬 

制カリスマ的正当性は ，今日の時代の 演出され 

た ヵ リスマ性を示すものとしで 興味があ る。 今 

日 ，正当性 は ，構築され維持されたものであ っ 

て，実際に目撃することが 困難な場合 " 多い。 

正当性 は ， 人工的であ 引 ; 日射目りであ るので，場 

所・時間によって ，その見解が 変化すること ; り ; 

あ るといえる。 
(2) 正当性の説・ 理論 

以上の正当性の 概念は ， 4 つの理念型を 示す 

もので， 歴史的に支配の 型を倹 対 して導 き 出し 

だものであ る。 他方，支配者の 権 限行使を弁明 

するために，各種の 説と理論とが 展開されてぎ 

た。 これほ，経営の 領域における 各種の経常理俳 

の役割と類似している。 ベンスマンおよび ロー 

ゼンバーバによって 説明を行なってしぎだし、 。 

(a) 王権 神授説。 王権 神授説は，英国史とく 

に Ⅱ世紀のスチュアート 朝に王だちが 主張した 

もので，宗教的権 限を自由に用いる 司教によっ 

て権 限の制約を受けるものの ， 王 たちは， " の 

執事すなわち 現世での神の 代理人となっている 

ため，王の権 限を何人も正当 仁 否定することは 

できないという 理論であ る " 。 

(b) 自然法 説 と社会契約説。 王権 神授説は， 

中産階級の市民が 新しい正当性概念を 捉 示 する 

につれて，攻撃を 受けるにいたった。 その新し 

い 正当性概念は ， 自然法 説 および社会契約説に 

もとづくものであ る。 すなわち， 物理宇宙お 

よび経済関係の 支配原理としての 自然法の概念 

が，政府についても 適用できると 仮定まれる。 

そして，人権 は自然に内在し ，すべての人は 平 
等に削られ，生活・ロ 由・財産‥幸福の 追求に 

おいて等しい 権 利をもつと信じられだ。 そし 

て，政府は，これらの 権 利を保陣するだめの 存 

在 であ って，当初任意の 契約によって 削られた 

  

  
p
.
2
5
.
 

4
3
4
 

一
 

に
 
一
 
，
 沖
 

㎎
 伍
 

  

論
社
 
タ
 
0
 
・
 
，
 

公
 ㎎
 

中
央
 
s
e
n
b
e
 

社
会
コ
，
 

と
 
a
n
d
R
o
 

口
去
 
s
m
a
n
 

純
一
 
B
e
n
 

海
 

碧
蝸
色
 

 
 5
6
 

「
・
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
 



20@ (248) 横浜経営研究 第 Ⅲ 巻 第 4 号 (1983) 

のであ り， 人々は， この社会契約を 通してその 

必要性を満足することが 可能になると 論ずるの 

であ る。 これらの思想は ， アメリ ヵ 合衆国の独 

立宣言と権 利章典， フランスの人権 宣言，イギ 

リス革命 C1830 ， 1867 年 ), 18 世紀以降のすべ 

ての民主主義革命運動に 生かされ，その 基礎と 

なっている、 7)0 

(3) 正当性の近代システム 

ベンスマンおよびローゼンバーバは ，正当性 

の近代システムについて 述べている。 あ る時代 

には，専制政治，独裁政治，および 金権 政治が 

自然であ り，今日民主主義が 思惟されるが ， こ 

れは絶対的命令でなく 歴史的現象であ る。 

この民主主義原理を 実定法の中に 根ざさせる 

試みをする哲学者がいる。 両氏に ょ れば，要 

求される立法から 生ずる結果の 可能性が判れ 

ば，最善の状態と 整合する法を 保証し法の不 

合理を除去できると 考えるのであ る。 しかし， 

この合理的・ 法的正当性は ，民主主義の 価値問題 

を 解決することはできない。 つまり，代替的な 

法の結果を予測できるとしても ，あ る結果の善 

悪の判断は個人の 選 好 ないし制度的コンセンサ 

スの結果であ る。 民主主義政府の 正当性は，合 

理的・法的正当性ではなく ，人権 における個人 

的 信念と信頼に 依るものであ る。 すなわち，最 

大可能な表現と 成長の自由に 依存するもので ， 

この自由は ， 他の人の同様な 自由と整合しなけ 

ればならない。 ただし， この信念は ， 他よりも 

優れていることを 論証できるものではない℡。 

ベンスマンおよび ロー ゼン， 一グは ，民主主 

義政府の正当性を ，法的正当性でなく ，表現と 

成長の自由を 意味する，人権 における個人的信 

念と信頼。 こ 置いている。 この点は重要であ り， 

われわれ ば 経営の正当性を 定義するさいにも ， 

適性についての 個人的信頼と 規定している。 

なお，ベンスマンおよび ロー ゼンバーバはフ 

ァッシズム と 共産主義に関連して ，他の型の正 

当性を取上げている。 すなわち，ファッシズム 

について，ナチスが 正当性あ る権 力を主張した 

18), Ⅰ 9) Ⅰ あ Ⅰ イ ・， pp. 436-9   

のは， ゴヒ殴 人種優秀原理とヒットラ 一のカリス 

マ的 資質によるものであ る。 委譲されることな 

く 権 限が人のカリスマ 性に集中されるとき ， そ 

の 正当性は疑問 税 される。 他方，共産主義にお 

いては，そのリーダ 一について擬制カリスマ 性 

を 創り出す試みがなされ ， また合理的・ 法的 正 

当 性とマルキシズムの 神話の枠内で ，当局の力 

リスマを維持する 努力がなされているⅣ。 この 

よう に，社会体制の 正当性が正当性の 理念型 と 

関連づげて論じられている。 

(4) 政治社会学と 市民性 

ここで べ ンスマン お ょ口 一 ゼンバー グが 正当 

性を論じているのは ，政治社会学といわれる 領 

域 においてであ る。 すなわち，政治とほ ，政府 

にたりする影響力の 行使をいい，政治学は ，政 

治の内部構造，憲法・ 法律の枠組み ， さらには 

行政・立法・ 司法の機構を ，その範囲としてい 

る 。 他方，政治社会学は ，政府の正当性の 具備 

の 過程を超えて ，集団とか階級とかがその 念願 

をどのように 政府の行為に 移していくかの 万法 

を 取扱 う 。 そのため，政府諸機関が 一定の社会 

的 ・経済的目的を 達成する手段として 機能する 

かぎり， これらの機関は 社会学的関心の 対象と 

なるのであ る。 しだがって，政党は ，政府に注 

ぎ 込む社会的・ 経済的圧力の 流れを日常化する 

機能をもっているので ，政治社会学の 対象とな 

る ， 0) 。 

さらに，政治社会学が 対象とすることは ， 政 

治 家と政府官僚との 関係，経営の 政治献金， 経 

営の政治活動，行政決定と 利害者集団との 非正 

当的 関係，産業団体の 政治，複合社会における 

圧力団体， ジャーナリストの 権 力チェック 機 

能 ，知識人の政治的影響力，民主主義と 市民性 

といった事柄であ る。 

最後の民主主義と 市民性 は ，正当性を確保す 

る 論拠として重要であ る。 すなわち，上記の 両 

氏によ れ ば ，民主主義は ，市民性概俳に 依存し 

20)  2 みアイ ・， p.  439   

21)  Ⅰ わ id.,  pp.  461-3.  Pateman, C., Fartic ゆ afio れ 

Q れ こブ De 笏 o ㏄ d Ⅰ ゎ T ん co ひ (Cambridge, London     
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ており，教育された 意見をもち，情報に 精通し 

た市民の度合いに 応じて良く機能する。 他方， 

市民の重要な 役割は，政治，政府，政党，圧力 

団体へ参加する 役割であ る。 人は参加の機会を 

多くもつほど ，市民の役割を 十分に果たしてお 

り ， これにたいして ，個人の生活に 専念するほ 

ど，市民性の 対極にいることになる。 株式会社 

市民性という 言葉は，経営でさえもこの 市民の 

役割を果たすべきことを 意図している 狂 。 

同様に，両氏に よ れば，地方市民性という 言 

葉で，今日の 地方の時代と 中央権 力の分散化が 

志向されている。 それというのも ，人間社会の 

規模の大きさが ，国内的・国際的な 経済と技術 

の領域において 官僚機構を生み 出しているため 

であ る。 大規模産業社会の 輻湊にたいして ，人 

々は無力感を 抱いているが ， これの全面的解決 

とはいかないまでも ，部分的な解決方法は ，市 

民性を重ねることであ るぬ。 

I11. 経営の統轄機構 

1. 正当性が問われる 経営の側面 

㈲ 経， ぎの 統 臨機構の権 限行使 

正当性の概念について 述べてぎたが ， まだ， 

正当性を経 宮 のどの側面につ L. 、 て 問うのか， そ 

して正当性をどのような 方法によって 取上げる 

のかにつし、 ては， 言及していない。 おいおい， 

これらを説明していくことにしたい。 

ボールディ ング は，経営機関の 正当性が脅か 

されているとして ，その正当性を ，経営機関の 

構成要素であ る社会制度としての 市場，交換， 

利潤，私有財産，資本主義，および 国際経営に 

わたって検討している。 他方， ェ プスタインは ， 

外的正当性に 関連して，経営の 政治活動につい 

Cambridge Univ. Press, 1970). Dahl, R.A., 
A Pr- が dbce to Dem,,ocatic Theo ひ (Chicago: 
Univ. ofChicago Press, 1956). 奥村恵一丁経 

営者経済学の 基礎』，下巻，森山書店， 1975, pp. 
373-7.  日本生産性本部「これからの 経営理俳 

と産業人の価値観   企業市民社会の 概念を中 

心に 」， 日本生産性木部， 1979, pp. 49   

22)@ Bensman@ and@ Rosenberg ， op ， cit ・ ， pp ・ 461-4   

て ，その正当性を 問 う ている。 

われわれは，前節の 正当性の概念の 検討とも 

関連させ，むしろ 経営の統轄機構との 関係で， 

経営の権 限行使の正当性を 問 う ことを中心とし 

たい。 市場，交換，利潤，私有財産などは 資本 

主義制度の構成要因であ るが， この資本主義と 

他方社会主義についての 議論は，結局社会価値 

の選択にかかわる 権 限の分散か集中かの 問題に 

行き着くためであ る。 また， エ プスタインの 政 

治 活動の正当性についての 問題も，支配・ 被 支 

配の議論はみられないにしても ，複合社会を 前 

提とした経営の 政府への働きかけ ( 影響力 ) を， 

経営の社会化是認を 論拠として肯定しょうとす 

る議論であ るためであ る。 

(2) フェイコールの government 概念 

目標システム ( 利潤システム ) としてではな 

く統轄 (governance) シ フ 、 テムとして経営を 分 

析するさいには ，合理性ではなく 正当性がその 

分析基準となる。 かって ， フ ，イコールは ， 

administration と government の概念を区別し 

た。 前者の管理は ，予測・組織化・ 命令・調整・ 

統制を意味する。 そして，後者の 統轄 ( 経営 ) 

は，企業が扱 う 全資産から，できるかぎり 最大の 

利益の獲得を 追求するという 目標に向かって ， 

企業を誘導する (conduire) ことであ り，これは， 

技術・商業・ 財務・保全・ 会計・管理の 6 つの 

不可欠な機能の 進歩を保障する (assurer) こと 

であ る。 この統轄を実際に 行なうのは，法的 権 

限 をもつ取締役会から 委任を受けた 機関として 

の全般的指揮 層 (direction e 色 n 色 rale) であ る。 

そして株式会社という 社会体の主要機関につい 

て論じているが ， これはいわば 統轄機構を取上 

げているといってよい。 

フェイコールの 管理原則論には ，権 限の濫用 

を 抑制する保障として 責任者の道徳的価値を 掲 

げるなど，正当性概念とみなし ぅる 内容がみら 

れるが，それほ ， 彼の原則論が 統轄組織を中心 

に 展開されているからにほかならない。 

他方，その原則論 は ，連合の成功と 経済利益 

の満足を目指すものであ り， フェイコールが 述 



22  (250) 横浜経営研究 第 Ⅲ 巻 第 4  号 (1983) 

べ るごとく，社会全体の 道徳的・宗教的秩序の 

捷を示すものではない 狙 。 その意味では ，彼の 

議論は，内的正当性の 議論が一部みられるもの 

の，外的正当性 セ こついて論じているのではない 

ことが理解される。 

(3) 近代経営の統轄機構 

ここで，近年における 経営の統轄機構ないし 

支配機構について 考察する。 この考察にもとづ 

いて，株主の 権 利，経営者支配，統轄機構が 内 

外に及ぼす影響力，経営の 権 限行使の正当性， 

この正当性を 保障する制度などについて 議論を 

展開することにしたひ。 

経営の統轄機構という 場合，統轄者の 選任過 

程のみを指す 場合と， これに止まらず ， この 選 

任 過程を支える 株式市場，会社法，公開制度な 
どを一括指示する 場合とがあ る。 ここでは，後 

者の立場をとるヴァイ ス の枠組み，。 にしたがっ 

て，経営の統轄機構を 検討することにしたい。 

ヴァイ ス の枠組みは，正当性を 支える制度の 基 

本 として興味あ るものと か えょ ぅ 0 さて，統轄 

機構については 正当性が問われるのであ り， こ 

の機構が創設されたときにほ ，それなりに 正当 

性の論拠が具備されていたはずであ る。 つまり， 

統轄機構そのものが 経営支配者に 正当性を供与 

していたともいいうる。 すなわち，支配老は 自 

らのために存在するのではなく ，権 限を委任し 

た人々にたいしてその 権 限行使について 説明で 

きたければ，社会によりそのポストに 留まるこ 

とが許されない。 まず考えられる 古典的な正当 

性の論拠は株主であ る。 経営支配者の 権 限行使 

は，株主に役立ち 株主に説明できる 限りにおい 

て正当性をもち ， この正当性を 論拠に経営の 統 

軽機構が形成・ 整備されていたとみることがで 

23)  Fayol, H.,  九み 押 mimistratio れ丘㎡ ぴ strieZJe,  a れオ 

GengrraZe  (Paris: Dunod,  l916,  1962),  pp. 5, 

23, 47, 76.  Fayol,H.,Storrs, C. (translated), 
(T ㎝ eraia 材血み ustrialMaonage 笏 ent(London: 

Sir  Isaac  Pitman  &  Sons  Ltd.),, pp.6,22,42, 
61-2.  アンリ・ フヱイコ ル，都筑 栄訳 『産業 

乾 に一般の管理』，風間書房， 1958,  pp. 8. 29. 
56, 90. 

きる。 この株主主権 説は ，古典的な社会価値観 

ともいうべきものであ るが， この株主の観点に 

もとづく経営の 統轄機構は，経営者の 選任過程， 

株式市場，会社法，および 公開要求によって 支 

えられている。 

2. 経営者の選任過程 

(1) 選任過程のモデル 

ヴァイ ス によれば，株主によって 適切に選任 

されるということが ，取締役の正当性の 論拠と 

なる。 民主的な選任過程は ，年次株主総会にお 

ける株主による 取締役の選任をいう。 民主的に 

選任された取締役は ，経営管理者の 管理と監督 

を担当し，選任にたえる 要件をもって 株主に報 

告責任をもたなければならない。 この選任過程 

には， 3 つの前提があ る。 すなわち， C 株主は， 

経営が可能なかぎりの 利益を得る 2 5 運営され 

ることを願い ， ②株主は，取締役がその 権 限を 

利益最大化のために 用いたかどうかの 情報を得 

ることがで き ，そして③取締役がその 権 限を十 

分に行使しなかった 場合に，これを 更迭えるこ 

とができるという 前提であ る 劫 。 

(2) 選任過程の現実 

しかし現実には ，この選任過程のモデルは ほ 

とんどの経営において 無意味となっている。 つ 

まり，取締役がこの 過程を支配し ， 自らが推薦 

する人を候補者としてこれを 確実に選任するこ 

とができる。 これらの取締役となる 人は，経営 

の内部者 か ，あ るいは外部者であ っても支配者 

と 親しい人であ る。 

株主がこの現実の 経営者支配に 挑戦する場 

合， どのような結果となるであ ろうか。 ①株主 

は，経営側が 選任する取締役の 不適性について 

の 情報費用など ，多額の貸金が 必要であ る。 

②この挑戦 ンこ 負けたときはもちろん ，勝ったと 

きでも費用の 十分な回収はむつかしい。 得られ 

るのは，平均的な ，持分に応じた 財務利益だ け 

24),25) 26)  Weiss,E.J.,, 。 Governance,Disclosure, 
and  Corporatel%gitimacy",in  W.R  .Dill(ed, 九 

R ぴ 篠れ 肪 9  すん g  A%e Ⅰ i ㏄ れ Cor 戸 0 Ⅰ 4 が 0 ん (Engle. 

wood  Ch Ⅱ s,  New  Jer ㏄ y  :  Prentice-Hall, Inc.) 
Ⅰ 978), pp.  62,  65-7. 
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であ る。 ③代理 投 標の委任状を 集めて挑戦する 

とき， この挑戦が会社効率の 上昇に結びっくか 

どうか明らかでない。 他のグループが ，短期利 

益を求めて介入してくる 怖れがあ る。 ④長期投 

資の株主は，不能率な 経営者に挑戦する 誘因を 

もっが，平均的株主は ，経営者選任よりも 配当 

と資本利得に 関心をもち， これに不満足な 場合 

には株式を売却するだけであ る， 6, 。 

(3) 株主の「退出」と「発言」行動 

経営者支配は ，取締役選任 権 と基本方針設定 

権 の 2 つを意味するが ，今日株主はこれに 挑戦 

することが極めて 困難となっている。 この統轄 

下 において，株主行動を 退出 (eXit) と発言 (Voice) 

とヤこ 区分したハーシ ，マンの見解は 興味深い。 

すなわち，水準以下の 効率で経営されている 場 

合， これから生ずるスラックを 減少させるため 

には， 2 つの方法が用いられる。 ェ つは，経済専 

門家が行なうように ，組織の成果ざらには 経営 

者資質の酉の 悪さに満足できず ，株式を売却し 

て 組織との繋りを 切断する方法 ( 退出 ) であ る。 

このさいには ，経営は， スラックを除去して 呼 

応するか，あ るいは能率の 良い競争 者 に取って 

替わられる。 第 2 の方法は，政治学者のように ， 

組織内に留まり ，代理投票機構を 利用して状況 

を治癒しょうと 試みる方法 ( 発言 ) であ る。 こ 

れによって，経営支配者の 積極的な反応が 刺激 

され，あ るいは新しいリーダーが 生まれる 2" 。 

何れの方法をとるか ほ ，将来の成功の 見通しに 

かかっている。 

経営者側からすれば ，経営者の地位を 脅かす 

民主的な「発言」の 機構を避けて ， 「退出」を 

促進する傾向があ る。 経営者は，株主のⅠ発言」 

を聞く新しいメカニズムを 展開する必要はない 

とする。 しかしながら ， この「退出」は ，経営 

27),  28)  Hi,schman, A. O  ., E ヱわ ， Voi,c  d,,d  L 。 ナ 

リ取一 R 。 ， po れ ，。 J  to  D 。 cZ 肪 ""i,zF ケ笏 5,( ル ga か 

izatio れ J,  a 材椀磁 cJ  (Camb 「 idge,  Ma,sachu. 

setts: Ha,va,d Univ.(P,ess, 1970). ( 三浦隆之 
訳 『組織社会の 論理構造   退出・告発・ロイ 

ヤルティロミネルヴァ 書房，Ⅰ 975,  pp,16 せり・ 

Weiss,  0 ゆ ・。 it.,  p.  67. 

能率を促進する「発言」に 代わるものとはいえ 

ず，統轄機構における 経営者の正当性への 関心 

を減ずることになり ，広い立場がら 経営に呼び 

かけ ろ ことができた L. 、 2 。 ) 。 

3. 株式市場 
㈲ 株式市場のモデル 

次の統轄機構は ， ヴァイ スぴこ よれば株式市場 

であ る。 統轄機構というよりも ，株主正当性を 

実現できる前提と L. 、 ぅ 方がよいかもしれない。 

ここでは，株式市場の 存在によって ，経営者の 

選任過程の有効性が 増大すると仮定される。 す 

なわち，株主が 権 力を有効に使用する 取締役を 

選任しないと ，経営はうまく 運営されず，その 結 

果株式市場で 株価が下落するとみるのであ る。 

株価が下落すれば ，経営の貸金調達が 困難とな 

るだけでなく ，投票権 を行使するのに 十分な株 

式が購入され ， いっそ う 適切な新しい 取締役が 

選任される。 この ょう に，株式市場は ，上述の 

ように株主が 選任権 を有効に用いることができ 

ない場合の防御壁となるのであ る，。 ， 。 

(2) 株式市場の現実 

このモデルは ，あ る真実   旺 をもっては L. 、 るも 

のの，株主正当性を 希薄にするような 株式市場 

の 欠陥があ る。 すなわち，①巨大企業は ， 完全 

競争とはほど 遠い株式市場で 運営されている。 

そのだめ， だとえ無能な 決定であ っても，直ち 

に市場に反映されることはない。 9 株価は予想 

にもとづくが ，情報は過去のものであ りまた 完 

全 でないため，市場が 必ずしも有効でほない。 

会社買収が成功するとはかぎうないのは ，その 

例であ る。 Q 経 ，営の内部金融は ，市場力の影響 

を希薄化し， 「退出」にたいする 経営者の反応 

を鈍くさせる。 ④経営者に対する 報酬 は ，株価 

上昇と関係なく 支払われ，株価にたいする 経常 

者の個人的関心は 薄い。 ⑤複数の会社が ，たと 

えば経営者の 質の悪さという 同様な欠陥をもっ 

場合には，株式の 売買をねら ぅ 「退出」は経営 

に何らの影響を 及ぼさない，。 ， 。 

この ょう に株式市場の 不完全さがみられる。 

29) ， 30)@ Ibid ， ， pp ， 62-3.@ 68-70   
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そのため，株式市場によって 経営者の権 限行使 

の適性をチェックすることは ，極めて困難なも 

のとなっている。 それだけ，株主正当性の 確保 

が，仕組みとして 保証されていないことになる。 

このさい，経営者はその 権 限行使をどのように 

弁明するのであ ろうか。 経営者は，利潤追求お 

よび効率性の 面での卓越性を 示すことによっ 

て，その正当性を 保持するのであ ろうか。 

4. 会 社 法 

㈲ 会社法のモデル 

わが 国 商法は，取締役の 選任過程その 他の基 

本ルールを確立している。 株主総会における 取 

締役の選任，取締役の 任期，定期株主総会招集 

の回数，株主総会の 決議に よ る取締役の解任， 

取締役の義務，取締役の 責任を追求する 訴の株 

主に よ る提起などであ る。 

取締役の義務は ，忠実義務と 善 管 注意義務と 

があ る。 前者は，取締役がその 権 限を会社資源 

に行使するのは ，会社の目的に 役立てるためで 

あ り，個人的関心のためではないという 観点か 

ら義務づげているものと 理解できる ( 信託の受 

任者の義務 ) 。 後者は， 取締役が委任関係上の 

受任者として 善良な管理者の 注意を払うべ きこ 

とを規定している。 すなわち，取締役は ，意思 

決定をするさいに 理性あ る注意を払い ， 目標は 

あ くまで会社の 競争的能率の 向上にあ ることを 

指摘していると 理解できる "' 。 

これらのことから ，法体系は，上述の 経営者 

の 選任過程と株式市場とを 補完しているとみる 

ことができる。 すなわち，株主および 株式市場の 

何れによっても 十分に認められなかった 不能率 

を ， 法が株主に基礎を 置くことによって 補完す 

るのであ る。 また，法体系は ，会社権 限の不能率 

的 利用および個人的利用から 生じた損失につい 

ては，取締役がこれを 会社に弁済しなければな 

らないとする。 さらに，法体系は ，取締役が， 

自分のためとか 第三者のために ，会社が営んで 

いるのと同じ 種類の取引を 行 う ときには，取締 

役会の承認を 受げなければならないとしている 

31) ， 32)@ Ibid ・ ， pp ・ 63 ， 70-2   

( 競業避止義務 ) 。 なおこの取引については ， 

今回の商法改正前 ヤ こは，株主総会で 発行済株式 

の総数の 3 分の 2 以上の多数の 認許が必要であ 

るとされていた。 

(2) 会社法の現実 

ところが，株主志向の 経営の統轄機構に 関連 

して， 法 適用のさいの 限界がみられる。 ェ つは， 

株主がその法的権 利を主張して 訴訟を行なう 場 

合，勝訴のさいには 弁護士報酬の 支払いを会社 

に 請求できるという 誘因があ るものの，訴訟費 

用が大きかったり ，勝訴の利益も 単に持株相当 

分であ ったり， あ るいは勝訴すること 自体が困 

難であ ったりする。 

また ァメリヵ では，例えばデラウェア 州政府 

が ，営業特権 税収入増大の 面から，株主にたい 

する経営者の 責任と義務を 減じている。 さら 

に，忠実義務に 関連して，アメリ ヵ では自己取 

引の禁止にもかかわらず 少数株主に不利益を 与 

えることを許容 し ， また剰余金処分に 経営者の 

相当な裁量を 認めている。 同様に， 善管 注意義 

務についても ，裁判所は，取締役が 義務のあ る 

のは，その怠慢によって 会社が蒙った 損害を証 

明しうる時だけだとしている 32)0 

(3) 株主正当性と 会社法の改正 

法の規定にもかかわらず ，実際に経営者の 自 

由裁量が増大することは ，それだけ伝統的な 意 

味で経営者の 権 限行使について 株主正当性が 減 

少していると い わなければならない。 ただし， わ 

が 国の昭和 56 年の商法改正でほ ，株主総会の 機 

関としての活性化をはかるために ，株主提案権 

，株主総会における 取締役・監査役の 説明義務 

が規定された。 また，独断的放漫経営の 弊害を 

防ぐために， 明文をもって 取締役会が取締役を 

監督すべ き こと，経営上重要な 事柄の決定は 取 

締役会で決定すべきことなどが 規定された。 さ 

らに，監査役の 権 限について， これが取締役びこ 

33)  中村一彦『企業の 社会的責任   法学的考察』 
改訂増補，同文館， 1981, pp. 206-12. 大任達 

雄・倉沢康一郎監修『商法 ( 全訂版 Ⅱ， 自由国 
民社， 1982, pp. 195-257. 
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とどまらず支配人その 他の使用人にまで 及ぶこ 

と，監査役の 報酬を取締役のそれと 別のところ 

で決定するなど ，その強化がはかられたのであ 

る③。 これらの点で ，経営の統轄機構 は ，正当 

性をあ る程度回復しているといえ よう 。 

5, 公開制度 
㈲ 公開制度のモデル 

ヴァイ ス によれば，経営の 正当性 肛 とっては， 

経営権 限使用に関する 情報が必要であ り， これ 

が 公開されることが 望まれる。 これを欠くとき 

には，株主は 取締役の再任 か 更迭かほついて 判 

断できないし ，株主以外の 人は会社の支配権 を 

得てよ い かどうか明らかでないし ， さらに株主 

は取締役の義務不履行の 時を決定することがで 

きない， ァメリヵ の証券取引法 (1934 年 ) は， 

経営の統轄機構の 基本的要件を 確認した。 すな 

わち，これは ，経営者の選任過程に 焦点を当て， 

公正な委任状懇請過程に 必要な情報を 会社に公 

開要求することを 証券取引委員会に 委ねたので 

あ る。 同委員会が求めることのできた 情報は， 

取締役選任候補者，経営活動および 財務活動， 
取締役の意思決定，取締役と 会社との間の 取引 

および利益 相 反取引に関するものであ る 靱 。 

(2) 公開制度の現実と「あ るべき姿」 

アメリカ証券取引委員会の 公開制度は ， 2 つ 

の機能を果したきた。 ェ つは，経営支配機構の 

運営を容易にしてきたことと ， 2 つは，公開要 

求によって ， 望ましくない 会社行為を思いとど 

まらぜ てきたことであ る。 他方， 公開要求が全 

治癒的な能力をもっているわけではなく ，情報 

だけで，効率の 悪い支配機構を 効率よくするこ 

とはできなかったし ， とくに選任過程や 善菅江 

意義務を活性化することはできなかった ，。 ' 。 

この公開制度の 現実において ， 会社公開諮問 

委員会は， 1976 年証券取引委員会の 実務を検討 

し， 3 つの変更を求めた。 すなわち，①多角的 

事業については ，それぞれの 事業について 詳細 

な 報告を委員会が 会社に要求すること。 ②経営 
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成績の一層詳細な 分析・評価を 委員会は会社に 

迫ること。 そして，③ 特 来の財務業績の 予測を 

公げにするよう 委員会は会社に 勧めることであ 
る 36, 

  

また， ヴァイ ス は ， ①株式市場に 関連して， 

株価を正確に 決定できる能力をもっ よう ， また 

株主の株式売却に 関して強力な 決定ができるよ 

う ，公開制度の 修正を求める。 ②選任過程に 関 

連して，株主が 取締役について 判断できる よう， 

推薦候補者名，候補者推薦の 手続・基準，取締 
役の組織・活動， および取締役辞任理由にわた 

って取締役会についての 情報を，求めている。 

そして，③会社法に 関連して，批判者の 発言が 

届くようにするためには ， また取締役の 行為が 

もっと厳重な 基準によって 判断されるようにす 

るためには，会社法の 相当人山な改正が 必要で 

あ るとしている 3" 。 

㈹ 株主以外の利害関係者正当性 

アメリカにおいては ，株主の側からの 正当性 

を求める動ぎは 上述のごとく 極めて強い。 わが 

国では，株主軽視と 経営者重視の 現実がみられ 

るが， このさい正当性を 何れに求めるのであ ろ 

うか。 長期的視点に 基づく効率の 良さといった 

ものであ ろうか 3" 。 

も う 1 つの問題は，現在の 経営の統轄機構が ， 

株主以外の利害 老 集団に対する 正当性を保証し 

ていないということであ る。 これは，選任過程， 

株式市場，会社法，および 公開制度についてい 

い う ることであ る。 この社会的正当性の 問題を 

どのように考えるべきであ ろうか。 これは，共 

同社会合理性に 関する問題でもあ る 39)0 

( 横浜国立大学経営学部教授 コ 
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